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町からのお知らせ

プールで健康に！受講者を募集します

府中町プール活用健康づくり事業

問 高齢介護課高齢者福祉係 ☎ 286 ｰ 3256
【介護予防教室】

教室名 曜日 時間 期間(全16回) 内容

① 流水ウォーキング 月 13:30～14:30 5/29～９/25 超音波流水にあたりながらウォーキングを
します

② 筋力向上水中トレーニング 火 11:00～12:00 5/30～9/26 陸上と水中をあわせたトレーニングをします

③ 足腰らくらくウォーキング 木 11:00～12:00 5/25～9/21 水中で関節をゆっくり動かしながら、足腰
に必要な筋肉を最大限に動かします

④ 陸ストレッチ＆水中リハビリ 金 13:00～14:00 5/26～9/29 陸上で椅子に座って体を動かした後、ゆっ
くり水中運動をします

対象　 町内在住の成人（主に 65 歳以上で、要支援・
要介護認定等のない人）

場所　サン府中スイミングスクール ( 本町１丁目 12-3)
　　　◆つばきバス ｢ 文化橋 ｣ バス停から徒歩１分
　　　◆バス送迎あり （ ４回 1,296 円 )
定員　【65 歳以上】各 15 人　【64 歳以下】各５人

受講料　４回 3,000 円 ( 税込み ）
申込受付期間  ５月 8 日㈪～ 5 月 17 日㈬
申し込み方法　電話・窓口（役場 4 階③番 ) で

※ 先着順、初めての人を優先。
※  治療中の人は、かかりつけ医に相談し、申

し込んでください。

問 高齢介護課高齢者福祉係 ☎ 286 ｰ 3256

【サンデーフリーコース】

　日曜日の空いた時間に気軽に運動！
◆ 平成 29 年 4 月から、午後１時～２時は指導員があ

なたの疑問に答えます。正しい姿勢で効果的な運
動を。

※ 「サンデーフリーコース」は、毎月「広報ふちゅう」
の「くらしのガイド ( 健康 )」に掲載しています。
今月は 15 ページです。

水中運動の効果
　水の浮力により、腰や膝などの関節への負担
が減った状態で行うため、体力が低下している
人や、普段運動習慣のない人でも無理なく行
えます。また、水の抵抗に逆らって動くため、
ゆっくり動いても筋力と心肺機能を強化するこ
とができます。また、余分な体脂肪を減らし、
生活習慣病の予防・改善にも役立ちます。

１日消防署長も活躍！防火キャンペーンを実施しました

全国春の火災予防運動

問 消防本部 ☎ 286 ｰ 3119

　火災予防運動期間中に、町内のスーパーなど 3 店舗で防火
キャンペーンを実施しました。婦人消防隊、女性会防火クラブ、
府中町少年少女消防クラブが、消防職員と一緒に、多くの来
店者に火災予防を呼びかけました。
　３月５日には、府中つばき娘の２人が１日消防署長を務め、
消防隊の訓練や防火キャンペーンに参加しました。火災を想
定した訓練では、消防隊の指揮を行いました。

�府中町少年少女消防クラブ員と、１日消防署長を務めた府中つばき
娘の鷹觜�瑠花さん(前列中央左)、小川�由貴さん(前列中央右)

問 健康推進課健康増進係 ☎ 286 ｰ 3258
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身近にこんな人がいたら声かけを！

５月は消費者月間　みんなの強みを活かせ ～安全･安心な社会に一億総活躍～

問 町民生活課自治振興係 ☎ 286 ｰ 3128

　平成 28 年度に府中町消費生活相談コーナーへ寄せられた相談は、246 件でした。携帯電話のメール
を使った架空請求や、健康食品の定期購入時のトラブルに関する相談が目立ち、その手口も新しいもの
が増えています。

　消費者被害を防止するために、身近な人に
次のようなことがあったら、声かけ・見守り
をしましょう

　◆ 家に見慣れない高級布団・健康器具など
が置いてある

　◆周囲に相談せず、急に工事の発注をした
　◆ 不必要なほどの量の薬・食品・化粧品な

どを購入している
　◆ 今までしていなかった未公開株の購入や

先物取引をしようとしている
　◆ 家に不審な郵便物が届いている、利用し

た覚えのない請求書がある

【府中町消費生活相談コーナー】
　場所　町民生活課内(役場４階⑤番)
　　　　※相談室があります。
　電話　☎ 286-3128
　受付　午前９時～正午、午後１時～４時
　　　　月～金曜日(役場閉庁日を除く）

　広報ふちゅうに、毎月、「消費生活相談」
を掲載しています。(今月は21ページ)

　消費生活上のトラブルで困ったら、府中町
消費生活相談コーナーへ相談してください

民生委員制度は、平成29年に創設100周年を迎えます

みなさんとともに、これからも

問 福祉課地域福祉係 ☎ 286 ｰ 3162

民生委員・児童委員は、あなたの身近な相談相手として、
その内容に応じて、関係機関への「つなぎ役」になります。

心配ごと、悩みごとをひとりで抱えていませんか？

 　地域に暮らす身近な相
談相手として、医療や介
護、子育ての不安など、住
民のさまざまな相談に応じ
ています。そしてその課題
が解決できるよう、行政機
関をはじめ、必要な支援へ
の「つなぎ役」になります。

さまざまな相談に応じます 安心してご相談ください

 　民生委員・児童委員
には民生委員法に定め
られた守秘義務があり、
相談内容が他の人に伝
わることはありません。

 住民の立場にたって、まちの
福祉を担うボランティアです

　民生委員・児童委員は、
民生委員法により厚生労
働大臣から委嘱された無
報酬のボランティアです。
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